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本号について

誰もが自由に参加できる研究会として総合科学研究会が発足して、今年で５年めに入り

ました。その間、これまでに１６回の勉強会を開催して来ましたが、本会報には直近の２

回(第１５回と第１６回)の模様を掲載しました。

第１５回（２００７年１０月３日）：森修一氏（医学部微生物学講座)、ハンセン病と医学

一ハンセン病疫学研究の歴史と隔離政策一

第１６回（２００８年７月４日）：福田俊章（医学部人間科学講座)、羊の番犬をする狼一

ホッブズ国家論覚え書き－

なお、第１７回の研究会は医学部自然科学講座(物理学)の吉田宏先生に第３回以来で話

題提供をお願いして、今年１１月前後に開催される予定になっています。第１８回では、

再び森修一先生が話題提供をして下さいます。
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明治時代､それまでの長い鎖国が終わり､外国人の流入と共に再びキリスト教者によるハンセン

病患者救済事業が行われるようになったが､その救済能力は患者数に比して､はるかに少なく､国

家による救済は行われず､ハンセン病に係わる医師も非常に少なかった｡また､封建制の崩壊によ

る移動の自由と共に､患者の多くは神社､仏閣､温泉などに集まり始め､彼等は必然的に救済の

対象となっていった。

この当時の患者の状況を｢癩患者の告白』から分析し､要約すれば以下の様である。

発病し､病院で治療を行い､宗教にすがり､民間療法も試みるが効果がなく､治療費の捻出

に財産を使い果たし､世間の差別にさらされ､家族にさえも迫害され､ある日､浮浪の旅に出る。

やがて､故郷からの仕送りも途絶え､貧窮に苦しみ､人々からの施しで日々を生きるが病状は次

第に悪化、自殺する者も非常に多い｡彼等に世間一般は非常に冷たく残酷､最後に療養所に

たどり着き､つかの間の安息を得る(当時､浮浪する患者の強制収容も行われたが､その症状の

悪化と生活苦故に療養所への入所を希望する患者も多かった)。しかし､療養所も安息の地で

はなかった(療養所内での患者の扱いに対する不満､善良な患者と不良な患者の混在､自由が

無い､など)。

他の多くの資料にも、当時の患者の苦悩が語られているが､一様に彼らのおかれた境遇は厳し

いものであった｡この様相が､政府に､そして医学者､国民に患者の救済を促し､感染症として認

識後は隔離を選択させたと考える事ができる。

近代医学とハンセン病の関わりは､１８５０年代､ノルウェーにおける遺伝病対策としての患者の

隔離に始まり(当時､ハンセン病は遺伝病と考えられていた)、1862年には､ロンドンで｢らい*の原

因究明委員会｣(*らい:ハンセン病の古称､当時､ハンセン病はらい､ライ､癩､癩病などと呼ばれ

ていた)が開催された｡本委員会ではハンセン病は伝染するという証拠は無いと結論されたが､ハ

ンセン病流行地であるインドの委員の多くは遺伝と共に伝染を肯定した｡1873年(明治7年)には、

ノルウェーのハンセンがらい菌を発見､この後､遺伝説対感染説の論争が生じた｡ハンセンは､そ

れまで国内で遺伝病対策として行われていた隔離を公衆衛生政策として継続･強化し､ノルウェー

のハンセン病は減少していった。

１８９０年代､メーメル(当時ドイツ領)にハンセン病の小流行がおきた｡この流行に対し近代医学

の中枢であったﾄﾞｲﾂ医学界は俊敏に対応､1897年(明治30年)、科学者主催の｢第１回国際らい

会議｣が開かれ､ウイルヒョウ､ハンセン､ナイセルなどが活躍した｡本会議で遺伝説は否定され、

ハンセン病は伝染病であり､隔離が必要､生活条件と人体内への進入路は不明､おそらく人に対

する侵入門戸は口腔および鼻腔粘膜であり､人類が唯一の菌のリザーバであることは確実であると

決議された。

この会議には、日本からは当時､ドイツに留学中であった土肥慶蔵(帰国後､東京帝国大学皮

膚病梅毒学講座教授)が出席､彼はその後、日本において隔離を提唱､同じくﾄﾞｲﾂ留学組である

山根正次､北里柴三郎も隔離を強力に支持､光田健輔は養育園(東京市)に回春病室を設置､ハ
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１９２０年代より､ハンセン病の疫学研究が進展､感染源､感染経路については､兄弟姉妹､両親、

親族､配偶者などの順での感染する事､成人は感受性が低い､潜伏期間は数カ年にわたる､など

の知見が明らかとなった｡また､感染は接触により起こり､らい菌の伝搬は患者と幼児との数に比例

して増減する､ハンセン病治療薬(大風子油など)の効果は恒久的ではないという見解も示された。

これらの見解は、日本の医学においてもまた同様であった｡１９３０年(昭和５年)には､ハンセン病

研究促進を目的としてLeonardWoodMemorialが発足､翌年､IntemationalJoumalofLeprosyが

刊行され､ハンセン病研究の国際的統合が実現し､予防策､治療法の統一が模索されていった。

1931年(昭和6年)の国際連盟保健機関による｢らいの公衆衛生の原理｣には

･ハンセン病の発生予防の最重要線は隔離と治療である。

感染段階における患者の隔離の価値は大なるものであり､これを強制することは行政的にも

可能であり､讃うべきである。

・予防組織

法律･･伝染に関しての報告､伝染性患者の隔離､治療の便宜､消毒方法､従業禁止

疫学的監理･･患者数の把握､早期発見､学童検診

教育宣伝､科学的研究､隔離､退所患者の監理､新生児の分離､患者の結婚の禁止など

などが決議され､ハンセン病研究･対策の国際化の進展と共に隔離を含んだ予防組織が形成さ

れていった。

このような世界の情勢に加え､戦時体制に向かう時代、日本ではナショナリズムが高揚し､祖国

浄化が叫ばれ､患者隔離の世論は日々、高まっていった｡この様相の中、1931年(昭和６年)に

は､全患者の隔離を目指した｢癩予防法｣が成立､本法の元で国立療養所｢長島愛生園｣、｢栗生

楽泉園｣が建設され､患者収容能力は大幅に増加､全国のハンセン病患者部落の解散､収容が

始まり､さらなる世論の高まりが､国立療養所の増設を促し､多くの療養所が建設され､それはやが

て自宅で療養する患者の収容へと拡大されていった｡この結果、患者の隔離率は急速に高まると

共に､偏見･差別､恐‘怖を含んだ世間の｢厚い壁｣が完成､戦時下での予算不足､食糧不足､職員

の質の低下､国家政策推進により療養所では人権躁臘､強制労働が行われ､患者の悲劇は加速

されていった｡この｢厚い壁｣は戦後にも強く残り､患者の社会復帰を妨げ､隔離維持の大きな要因

となった。

1941年(昭和１６年)、米国のカーピル療養所に於いて､スルホン系薬剤であるプロミンによるハ

ンセン病患者の治療が始まり､1943年(昭和１８年)、ﾌｱｹﾞｯﾄにより､その劇的な薬効が報告され

た｡これは｢カーピルの奇跡｣と呼ばれた｡その後､世界各地でプロミンの治験が進んだが､プロミン

は経口薬ではなく静脈内投与が必要であった事､らい反応の管理などで､施設内での入院治療が

必須であった｡この結果、世界では施設治療が進行したが､治療を受ける患者は､その療養所へ

の入院という事実により､回復後もその社会復帰が困難となる例が多かった。

１９４７年(昭和２２年)頃より､プロミンの有効成分であり､経口薬であるダプソンの治験が､アプリ
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力､南米で行われ､結果､ダブソンは少量の投与で高い治療効果を示すこと､副作用が非常に少

ないことが報告された｡１９５２年(昭和２７年)､ＷＨＯの｢第１回らい専門委員会｣では､ハンセン病

対策の基本は､開放性患者を一般人から分離することであるが､それは､一時的な施設入所を意

味すると規定､疫学については開放性と非開放性に言及し､開放性の患者の伝染力は強く、しっ

かり隔離政策を広く行わなければならず､その隔離の程度､隔離の基準､適応する強制力の度合

などは国や地方によって異なっていると述べた｡この他､ダブソンの経口投与による集団治療がハ

ンセン病コントロールに有効であるとの評価がなされた.

１９５０年代､プロミンによる施設治療やダプソンによる外来治療により､ハンセン病の治療は大き

く進歩したが､隔離から外来治療への転換には､これらの薬剤治療における再発と外来治療患者

との接触者(特に児童)への感染の有無の検証が重要な課題となり､疫学研究は接触児童の発病

状況､その予防措置が主流となった｡接触児童の発病状況に就いての研究の進展から､化学療

法以前は30%から40%であった家庭内感染率は､化学療法剤開発後は約5%にまで低下､その高い

有効性が証明された｡また､予防措置としてＢＣＧの接種､ダプソンやactdapson(生体内でダプソ

ンに変化するﾌﾟﾛﾄﾞﾗｯｸ)の予防投与などが試行された。

このような疫学研究の進展とは対照的に､世界のハンセン病患者のおかれた状況は非常に厳し

いものであった｡1952年(昭和27年)に行われたラウレル･フォローによる世界のハンセン病の視察

の結果によれば

･幾百万の人間が､法律の規制外で何等の違反行為もなくして社会的破門に苦しんでいる。

．かかる人は世界に１０００万から1200万人いる

．疾病に対する不合理な恐｣怖心をはらい､呪いより開放しなければならない。

･現在の患者収容は､終生の隔離を意味し､昔の獄舎以上の厳重さである。

･施設は墓場である。

･らい療養所を閉鎖し､一般医療施設に入所させるべきである。

この見解は､当時の世界の隔離の実態であろうか。

1958年(昭和33年)、東京で｢第７回国際らい学会｣が開催され､従来の患者隔離政策を廃止、

外来治療を実施すべきとの決議が行われた｡また､ＷＨＯは同年､地域委員会で､国際らい学会

の決議を支持､ハンセン病対策を､一般医療に組み入れるmtegrationを重視､外来治療制度を強

調した｡この時期､化学療法の進展､疫学研究の成果､世界のハンセン病患者の実態などを背景

に､世界のハンセン病政策は大きく動き始めたのである。

このような背景の中､１９６０年代からは､それまでハンセン病対策の主軸であった隔離に代わり、

化学療法を主体とした外来治療へと世界のハンセン病対策は変化していった｡しかし､この時期、

ＷＨＯの調査によりダプソンによる治療の再発は約３０%であることが判明､また､新規の抗ハンセン

病薬として登場したリファンピシンにも耐性が生じる事が明Iaかとなり､化学療法によるハンセン病

の治療は大きな転機を迎え､耐性の克服が大きな課題となった｡ＷＨＯはこの課題を克服すべく、
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1972年(昭和４７年）、ダプソン耐性菌に対する新たな化学療法の開発を目的として

THELP(therapyofleprosy)部会を、併せてワクチンによる予防研究を目的として

IMMLEP(immunologyofleprosy)部会を設置し､新たなハンセン病対策を模索していった。

１９８１年(昭和５６年)１０月、ジュネーブでTHEＬＰの会議が開催され､ダプソンやリフアンピシン

耐性菌の出現をいかにして防ぐのか､その治療法はどのようにすれば良いかが検討され､結果､ダ

プソン､リフアンピシン､クロフアミジンの３剤による多剤併用療法(MDT:multidbugtherapy)が提唱

された｡この後､ＭＤＴはハンセン病治療の基本となり､世界のハンセン病を激減させていった。

MDTはダプソンやﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝなどの単独治療後の再発患者に有効であり、２年間という短期間

で治癒可能な事､一般保健･医療機関での治療が可能である事､耐性､再発がほとんど無いなど

の特徴を有し､その効果は当初のＷＨＯの予測をはるかに超えるものであった。

１９９１年(平成３年)、第４４回世界保健機関総会において｢ハンセン病制圧宣言｣がなされ､公

衆衛生上の問題としてのハンセン病の制圧を西暦２０００年までに完了することが宣言された｡その

後､ＭＤＴとintegrationを中心にハンセン病政策は進展し､現在､ハンセン病が公衆衛生上の問題

となる国は５カ国に激減､1897年(明治３０年)の｢第１回国際らい会議｣に始まる近代医学とハン

セン病との長い闘いは１００年以上の月日を経て､今､ここに終わろうとしている｡この過程で､ハン

セン病医学の進展はハンセン病対策としての隔離を選択させたが､相反して､プロミンに始まる化

学療法の時代､隔離からの患者の開放をもたらした。

このような流れの中で、日本は1996年(平成８年)まで隔離政策を維持､それは米国においても

また同様であり､それは日本と同様に患者の社会復帰の困難さ､偏見･差別の根強さに依るもので

あった｡東南アジア各国では１９６０年代以降､外来制度を導入､ダプソン､リフアンピシンを中心に

治療が行われた｡しかし､その道は粁余曲折で､薬剤耐性による再発､患者の社会復帰の困難

さ､後遺症の大きさなど多くの問題が生じたのであった｡ＭＤＴ以降､患者の早期発見､早期治療

による治癒､外科学､義装具学､整形外科学の進歩､偏見･差別の是正を目指した啓発活動など

も進み､ハンセン病は特殊な病気､隔離される病､としての過去のイメージは薄れつつある。

隔離の選択は医学を背景とした国際的潮流であった｡この様相の中､各国はハンセン病患者の

隔離と開放に試行錯誤を続けていった｡また､少数ではあるが､志を有する宗教者､医学者､政治

家､財界人などが､その人生をかけてハンセン病患者の救済にあたったことも記憶されなければな

らないであろう｡これもまた､世界共通の事柄である。
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なれば、「統治の正当性は民衆の同意に由来する」といった視点が出て来ることにもなる。

・民衆が自らなすその支配は自分たち自身に向かう。民衆は統治者としても、被統治者と

しても自らを自覚する。そのことによって、民衆は初めて統治の主体として国民になる。

・ホッブズの描き出した主権者の絶対権力は各個人が生まれながらに具えていた自然権に

由来する。その絶対権力の源泉は民衆そのものに求められる｡主権者権力が平和を保障し

うるかどうかを判定し、権力の正当性にお墨付きを与えるのも民衆の同意である。

④我々自身の課題としてのホッブズ国家論

・民主主義は決して「権力」の空白状態ではない。そこにも「統治」はある。民主主義で

あるからこそ、かえってそれを自分たちのこととして真剣に考えなくてはならない。しか

も、その統治は「民衆が民衆を支配する」という矛盾した事態であって、「自らによって

支配される（自己支配）」という堂々めぐりをはらんでいる。

・ホッブズは近代のこの矛盾を真っ向から受け止めている。、ｉ・神（の代理人）が人を支

配する時代は終わった。これからは、人が人を支配する。ここに隠されている矛盾を隠蔽

して、近代は「人による人の支配」を薔薇色のものとして描いてみせた時代だった。

・ホッブズの議論に難点を見て取るのはたやすい。しかし、彼の国家論がはらむ問題点は

彼の思想がかかえる誤りではなく、事柄の本質そのものに由来する困難である。彼の揚げ

足取りをするのは生産的ではない。ホッブズ国家論の課題と矛盾は近代そのものの課題と

矛盾である。ホッブズ国家論は未だにそのまま我々自身の課題である。

・一般的には、ホッブズもおおむね社会契約論者だと解されている。国家（権力）の正当

性についての標準理論とも言うべき社会契約説について、まずは見ておこう。

[２］社会契約理論の有効性とその「外部」

①社会契約説とは何か

・国家（創生）について何を語っても、それは結局のところ「神話」に陥るだろう。「脱

神話化」もまた新たな「神話」を生む。「神話」には「神話」で対抗するしかない。

・現今、国家とは何かを説明する理論として社会契約説が教科書的な標準理論として流通

しているのは間違いない。それは政治社会なり国家なりの成り立ちをその構成員の合意に

よって説明しようとする。

②社会契約説の有効`性の如何と契約の不可避性

・歴史的事実を叙述したもの、単なる擬制いずれであれ、社会契約説は当時者間の取り決

めに訴えかけることで国家の正当性を弁証しようとする規範理論である。、.Ｌある国家が
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正当で、個人的な利害得失を離れてそれに違うべき権威を具えるのは、その国家を設立す

る契約が有効なものとしてなされた（と考えられる）からである。

・ここでは、「どうしてその契約を誰もが否応もなしに受け入れなくてはならないのか」

が問われる。社会契約説は社会契約の不可避性ないし全当事者性（＝この契約を締結する

のは不可避であり、誰もがその当事者であるということ）を示さなければならない。

・社会契約説は国家の正当性を国家設立契約（社会契約）の有効性に還元し、契約の有効

性はその不可避性ないし全当事者性に帰着する。すると、「強制された（任意でばない）

契約」という奇妙なものが生じることになる。さもなくぱ、歴史的な事実性にでも訴える

ことになるだろう。しかし、どうして父祖の取り交わした契約が後代の我々を拘束するの

か。ありもしない事実を提造することにでもなれば、それこそ「神話」ではないか。

【この問いに対しては、「あえて異議を唱えないことで暗黙の同意を与えられ、契約がそ

の都度更新されることになるのだ」といった説明がなされるのが普通のようだ。】

③社会契約説における「外部」の不在

・社会契約が有効なものなら関係者の全員がその契約の当事者になるはずだが、裏を返せ

ばこれはその当事者とはならない人間の居場所がないということでもある。社会契約説は

関係者全員をその内部に取り込むことで、「外部」を否定せざるをえなくなる。

・社会契約説には「外部」がない。関係者は全員が契約の当事者として社会契約の「内部」

になる。「外部」の人間は契約の当事者ではない以上、その契約には拘束されない。「契

約を強制される」といった事態のありうることが社会契約に「外部」がないこと、「外部」

を消し去ることによって社会契約は成立することを意味している。

・社会契約に「外部」がないとは、それによって誕生する国家にも「外部」がないという

ことでもある。社会契約説では、本質的に国際関係が語れない。社会契約の「外部」は現

実には厳然として存在するだろうが、それを正当に語る文法が社会契約説にはない。

.では、ホッブズ国家論にとって何が「外部」で、それはいかにして排除されるのか。

[３］ホッブズ国家論における社会契約とその「外部」

①ホッブズ『リヴァイアサン』における国家創設の次第

・自己保存の本性。自己実現の欲求、権力への欲望。能力の平等、希望の平等。資源の有

限`性。相互不信、相互の戦争状態としての自然状態。自己保存をめぐる自然状態の矛盾｡

自然法の呼び声。自然権の遺棄、主権者の立ち上げ。こうした「設立による国家」（以下、

「設立国家」）の場合、人々はお互いに対する恐怖から主権の設立に向かう。

【人間の自然状態は《万人の万人に対する戦い》であって、いわゆる「人は人に対して狼
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ありえない。

．それ故、《国民は合法的な侵害に対しても自分の身体を防衛する自由をもつ》。「仮に

主権者がある人に（たとえ正当に有罪判決を受けた者であっても）自殺を命じたり、自分

を傷つけたり、不具にしたり……するように命じたとしても、彼は服従しない自由をもつ

のである」（i6idl，１１:Ch､21,ｐｌｌ２)。

⑤自己保存権の侵害としての刑罰の執行

・主権者による刑罰の執行は国民の自己保存権に対する侵害に外ならない。それは自然状

態における他者の襲撃と本質的に変わらない。実際、主権者の刑罰権は自然状態における

自己保存権に由来する｡刑罰を執行しようとする主権者のあり方こそ､自然状態的である。

⑥刑罰権をめぐるアポリアー刑罰権は他者攻撃権に由来する

.《処罰の権利はどこから引き出されるのか》（i6idm:Ch､28,pl61)。、i・自分に危害を

加えようとする人々に抵抗する権利は放棄不可能なのに、どうして処罰の権利などありう

るのか。いわく、主権者の有する処罰権は各個人が自然状態においてもっていた他者攻撃

権に由来する。主権者以外の全ての人間がこの権利を放置することで、元々は誰もが具え

ていたこの権利は主権者にだけ残される。加えて、臣民たちが遺棄した彼らの権利をも自

らのものとすることで、主権者はおのれの権利を肥え太らせる。他者攻撃権が独占される

ことで、それは他者処罰権へと姿を変える。こうして、各個人から譲渡されることなどあ

りえないにもかかわらず、しかも元を正せば他者攻撃権でしかなかったものが変質するこ

とで、主権者には－そして、主権者にのみ－処罰権が帰属する。

⑦「羊の番犬をする狼」、国家の「外部」としての主権者

・主権者による刑罰の執行は自然状態における他者の攻撃そのものである。さればこそ、

処罰されるものは処罰に対して抵抗を示すし、それはまつとうなことでもある。ただ、本

来は正当であるはずのこの反逆も大抵の場合に徒労に帰するというだけのことである。

【これを一般化すれば事実上の抵抗権の承認となるが、ホッブズの場合にそれが市民的権

利として承認されることはない。この抵抗は自然権の行使だからである。また、処刑され

そうな私が権力に抵抗するとして、周囲の人間がそれに連帯して集団で権力に抵抗するこ

とが許されるのかどうかも定かではない。こうした連帯が許されないかぎり、個人の抵抗

が抵抗権の行使として結実することはあるまい｡いずれにせよ､主権者に対する抵抗は自然

状態への還帰であって、ホッブズ国家論には平和裡に主権者を交代させる論理がない。】

・主権者は国家状態において１人、自然状態よろしく他者攻撃権を－但し、刑罰権とし

て－振りかざす。主権者とは、国家状態に１人生き延びた狼である。主権者が一方的に
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束し、約束の履行を強制する力が成立していなければならない。これは主権者を立てるこ

とによって果たされる。しかし、契約によって国家が設立されるというのだから、主権者

は本来なら約束によって立てられるはずのものであった。ここには、「約束によって可能

になるはずのものが約束を可能にする」という倒錯した事態がある。例外者としての主権

者は本質的に約束の違反者であらざるをえない。主権者は約束によって生み出されるもの

だとされながら、実際は約束違反者として約束の「外部」にいる。彼は約束の当事者です

らない。かくて、彼はほしいままに権力を行使することにもなる。

【但し、「主権者は臣民との契約の当事者ではありえない」とするホッブズの主張が果た

してどこまで維持できるかははなはだ疑問である。】

⑤全体のまとめ－自律的な支配をめぐる近代のアポリア

・自律的な支配の場合、支配者と被支配者とは重なり合う。しかし、自分たちの中に局外

中立者などいない。自律的な支配を目指す民主主義的支配は本質的にこうした矛盾をかか

えている。民主主義は「外部」を内在化させるという矛盾をかかえこんだ制度である。

･当事者のうちに局外中立者はいない。しかし､当事者の中から局外中立者を生み出して、

当事者たちをそれによって束ねなければならない。誰かが抜け駆けして特権者となり、制

度の内部における「外部」を引き受けなければならない。その「誰か」は約束の違反者か、

侵略者以外にありえない。

.そして、この奇妙さは実は近代そのものがかかえる矛盾と言うべきなのだろう。

※この小文は荒削りなしジユメのようなものです。いま少し整ったホッブズ論は共著「グ

ローバル・エシックスを考える－「9.11」後の世界と倫理』（梓出版社、近刊)に掲げま

した。御参観願えれば幸いです。
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